
提

出

者

山

井

和

則

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

八

〇

号

医
療
費
の
推
計
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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医
療
費
の
推
計
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
一
号
の
答
弁
書
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ

い
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
た
の
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

前
回
答
弁
書
に
よ
る
と
、
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通

し
」
（
以
下
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
と
い
う
。
）
に
用
い
ら
れ
た
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
時
点
に
お
け

る
医
療
費
を
「
一
人
当
た
り
の
一
般
医
療
費
は
十
七
万
円
、
一
人
当
た
り
の
高
齢
者
医
療
費
は
八
十
万
円
と
」
見
込
ん
で
い

る
。
こ
の
数
値
を
基
礎
と
し
て
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
平
成
十
六
年
度
推
計
人
口
を
一
般
と
高
齢
者
に
分

け
て
そ
れ
ぞ
れ
一
人
当
た
り
医
療
費
に
乗
じ
て
国
民
医
療
費
を
算
出
し
、
医
療
給
付
費
を
国
民
医
療
費
の
八
十
五
％
と
し
て

計
算
を
行
う
と
、
平
成
十
六
年
度
予
算
に
お
け
る
医
療
給
付
費
は
二
十
七
・
八
兆
円
と
な
っ
た
。
一
方
、
「
社
会
保
障
の
給

付
と
負
担
の
見
通
し
」
を
見
る
と
、
平
成
十
六
年
度
予
算
に
お
け
る
医
療
給
付
費
は
二
十
六
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
平

成
十
六
年
度
予
算
を
基
礎
と
し
、
前
回
答
弁
書
に
従
い
一
人
当
た
り
医
療
費
か
ら
計
算
し
た
医
療
給
付
費
と
、
「
社
会
保
障

の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
に
書
か
れ
た
医
療
給
付
費
と
の
間
で
二
兆
円
近
い
ず
れ
が
生
じ
、
整
合
し
な
い
。
私
の
計
算
に

間
違
い
が
あ
れ
ば
、
ど
こ
が
間
違
い
な
の
か
具
体
的
に
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
い
。
も
し
計
算
間
違
い
で
な
い
な
ら
ば
、
な
ぜ

一



整
合
し
な
い
か
答
弁
さ
れ
た
い
。

二

前
回
答
弁
書
で
は
「
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
見
通
し
は
、
起
算
点
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
一
般
医
療
費
及

び
高
齢
者
医
療
費
に
、
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
は
毎
年
度
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
率
を
、
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
は

毎
年
度
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
率
を
乗
じ
て
得
た
平
成
三
十
七
年
度
の
一
人
当
た
り
の
一
般
医
療
費
及
び
高
齢
者
医
療

費
に
、
平
成
三
十
七
年
度
時
点
で
見
込
ま
れ
る
一
般
の
者
と
高
齢
者
の
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
算
出
し
た
平
成
三
十
七
年

度
の
一
般
医
療
費
及
び
高
齢
者
医
療
費
の
見
通
し
の
合
計
で
あ
り
」
と
あ
る
。
ま
た
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
に
厚
生
労
働

省
が
公
表
し
た
医
療
制
度
構
造
改
革
試
案
（
以
下
「
試
案
」
と
い
う
。
）
で
は
、
起
算
点
の
医
療
費
は
「
一
人
当
た
り
の
高

齢
者
医
療
費
は
八
十
二
万
円
、
一
人
当
た
り
の
一
般
医
療
費
は
十
七
万
円
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
試
案
に
お

け
る
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
推
計
は
、
次
の
計
算
で
行
っ
た
と
理
解
し
て
間
違
い
な
い
か
。
間
違
い
が
あ
れ
ば
、

具
体
的
に
ご
指
摘
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
正
し
い
計
算
方
法
を
お
示
し
頂
き
た
い
。
こ
の
際
、
文
章
で
分
か
り
に
く
い
場
合

は
、
数
式
に
て
お
示
し
頂
き
た
い
。

ア

起
算
点
の
一
人
当
た
り
医
療
費

一
般
医
療
費
十
七
万
円

高
齢
者
医
療
費
八
十
二
万
円

イ

一
般
医
療
費
の
伸
び
率
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
七
年
度
ま
で
十
九
回
乗
ず
る
。
つ
ま

二



り
、
一
・
〇
二
一
を
十
九
回
乗
じ
て
、
伸
び
率
を
決
め
る
。
結
果
は
、
一
・
四
八
倍
。
こ
の
伸
び
率
を
起
算
点
一
般
医
療

費
十
七
万
円
に
乗
じ
、
平
成
三
十
七
年
度
一
人
当
た
り
一
般
医
療
費
は
二
十
五
・
二
万
円
。

ウ

イ
と
同
様
の
計
算
に
よ
り
、
平
成
三
十
七
年
度
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
は
、
百
四
十
九
・
二
万
円
。

エ

平
成
三
十
七
年
度
人
口
を
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
中
位
推
計
に
従
い
、
一
般
九
千
三
百
四
十
万
人
、

高
齢
者
二
千
七
百
八
十
万
人
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
当
た
り
平
成
三
十
七
年
度
医
療
費
を
乗
じ
て
、
平
成
三
十
七
年
度

一
般
・
高
齢
者
医
療
費
を
算
出
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
一
般
二
十
三
・
五
兆
円
、
高
齢
者
四
十
一
・
五
兆
円
。

オ

一
般
医
療
費
と
高
齢
者
医
療
費
を
合
計
し
て
、
平
成
三
十
七
年
度
国
民
医
療
費
六
十
五
兆
円
。

三

二
と
同
様
の
計
算
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
度
を
起
算
点
、
一
人
当
た
り
一
般
医
療
費
十
七
万
円
、
一
人
当
た
り
高
齢
者
医

療
費
八
十
万
円
と
し
て
、
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
の
推
計
を
私
ど
も
が
再
計
算
す
る
と
、
平
成
三
十
七
年

度
の
国
民
医
療
費
は
六
十
七
・
八
兆
円
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
医
療
給
付
費
を
国
民
医
療
費
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て

計
算
す
る
と
五
十
七
・
六
兆
円
と
な
っ
た
。
一
方
、
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
を
見
る
と
、
平
成
三
十
七
年

度
国
民
医
療
費
六
十
九
兆
円
、
医
療
給
付
費
五
十
九
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
不
一
致
は
な
ぜ
生
じ
る
の
か
。
私
の
計
算

に
間
違
い
が
あ
る
な
ら
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
理
由
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。三



四

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
に
お
い
て
、
採
用
し
た
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
時

点
で
の
見
込
額
か
ら
、
起
算
点
に
お
け
る
高
齢
者
一
人
当
た
り
医
療
費
は
八
十
万
円
と
し
た
と
あ
る
。
一
方
、
「
平
成
十
六

年
度
医
療
費
の
動
向
」
に
よ
る
と
、
高
齢
者
一
人
当
た
り
医
療
費
は
、
七
十
三
・
九
万
円
で
あ
る
と
い
う
。
予
算
と
実
績
の

乖
離
は
な
ぜ
か
く
も
大
き
い
の
か
、
答
弁
い
た
だ
き
た
い
。

五

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
試
案
に
お
け
る
平
成
三
十
七
年
度
医
療
費
推
計
に
当
た
っ
て
は
、
起
算
点
と
し
て
、
一
人
当
た

り
高
齢
者
医
療
費
八
十
二
万
円
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
。
一
方
、
「
平
成
十
六
年
度
医
療
費
の
動
向
」
に
よ
る
平
成
十

六
年
度
高
齢
者
医
療
費
一
人
当
た
り
実
績
は
七
十
三
・
九
万
円
で
あ
る
。
こ
の
平
成
十
六
年
度
高
齢
者
一
人
当
た
り
医
療
費

七
十
三
・
九
万
円
を
起
算
点
に
平
成
十
八
年
度
概
算
要
求
で
八
十
二
万
円
と
な
る
に
は
、
年
率
五
・
三
四
％
の
伸
び
率
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
伸
び
率
は
、
近
年
の
高
齢
者
一
人
当
た
り
医
療
費
の
推
移
を
見
れ
ば
、
妥
当
性
を
欠
く

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

六

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
に
お
け
る
「
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
（
一
般
医
療

費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％
、
平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
）
」
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
化
等
の
人

口
構
成
の
影
響
と
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
を
除
く
補
正
が
行
わ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
一
方
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担

四



の
見
通
し
」
に
は
、
「
平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
」
と
の
み
あ
り
、
補
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な

ぜ
補
正
の
事
実
を
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
答
弁
い
た
だ
き
た
い
。

七

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
に
お
け
る
「
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
（
一
般
医

療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％
、
平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
）
」
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
化
の
影

響
等
の
人
口
構
成
の
変
化
の
影
響
を
、
医
療
費
の
伸
び
率
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
あ
る
。
採
用
し
た
伸
び
率
か
ら
、
高
齢
化

等
の
人
口
構
成
の
影
響
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
推
計
に
当
た
っ
て
、
起
算
点
と
な
る
年
度
か
ら
推
計
す
る
年
度
ま

で
の
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
影
響
を
算
出
し
て
、
人
口
構
成
の
影
響
を
除
外
し
た
伸
び
率
に
よ
る
推
計
の
結
果
に
乗
ず
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
二
に
示
し
た
前
回
答
弁
書
の
計
算
に
は
、
こ
の
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
影
響
の
計
算
が
含
ま

れ
て
い
な
い
。
方
法
的
に
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。

八

前
回
答
弁
書
に
あ
る
「
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
（
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費
三
・
二
％
、
平
成
七
〜

十
一
年
度
実
績
平
均
）
」
算
出
に
当
た
っ
て
適
用
し
た
補
正
方
法
を
平
成
十
二
〜
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

行
う
こ
と
は
、
技
術
的
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
つ
い
て
、

前
回
答
弁
書
に
述
べ
ら
れ
た
方
法
に
従
っ
た
一
般
・
高
齢
者
そ
れ
ぞ
れ
の
、
実
績
伸
び
率
、
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
影
響

五



の
補
正
率
、
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
率
、
実
績
か
ら
二
つ
の
影
響
を
除
外
し
た
推
計
用
の
伸
び
率
を
示
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
近
年
五
年
の
伸
び
率
平
均
を
用
い
て
、
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
と
医
療
給
付
費
を

推
計
す
る
と
い
く
ら
に
な
る
か
答
弁
い
た
だ
き
た
い
。

九

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
高
齢
化
の
影
響
等
の
人
口
構
成
の
変
化
の
影
響
を
補
正
す
る
た
め
に
、
基
準
と
す
る
年
度
の

「
年
齢
階
級
別
一
人
当
た
り
医
療
費
」
を
用
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
民
医
療
費
の
五
歳
階
級
別
医
療
費
を
意
味
す
る
と

理
解
す
る
が
間
違
い
な
い
か
。

十

国
民
医
療
費
の
五
歳
階
級
別
医
療
費
は
、
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
は
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に

つ
い
て
は
公
表
資
料
が
な
い
。
そ
こ
で
、
推
計
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
伸
び
率
「
一
般
医
療
費
二
・
一
％
、
高
齢
者
医
療
費

三
・
二
％
」
の
算
出
に
当
た
っ
て
用
い
た
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
の
国
民
医
療
費
の
五
歳
階
級
別
医
療
費
を
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
し
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
補
正
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
方
法

に
よ
っ
て
行
っ
た
の
か
、
明
確
に
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

十
一

前
回
答
弁
書
に
よ
る
と
「
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
直
後

の
期
間
に
お
け
る
対
前
年
同
月
比
の
実
績
の
伸
び
率
か
ら
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
に
お
け

六



る
対
前
年
同
月
比
の
実
績
の
伸
び
率
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
率
を
算
定
し
て
い
る
」
と
あ

る
。
そ
し
て
、
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
は
平
成
九
年
度
と
十
年
度
、
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
と
平
成
十

年
度
と
平
成
十
一
年
度
に
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
五
回
の
補
正
を
行
う
に
当
た
っ

て
利
用
し
た
「
医
療
保
険
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
直
後
の
期
間
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
の
期
間
で
あ
る
の
か

お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
つ
い
て
、
伸
び
率
を
控
除
す
る
基
礎
と
し
た
「
医
療
保
険
制
度
改
正

の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
」
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
の
期
間
を
採
用
し
た
の
か
、
そ
の
期
間
と
選
定
基
準
を
お
答

え
い
た
だ
き
た
い
。

十
二

十
一
で
示
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伸
び
率
の
実
績
を
示
さ
れ
た
い
。

十
三

十
一
で
示
さ
れ
た
五
つ
の
「
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
」
に
つ
い
て
は
、
改
正
の
前
と

後
の
両
方
に
そ
の
よ
う
な
期
間
が
あ
り
得
る
が
、
実
際
に
補
正
の
基
準
と
し
た
期
間
が
「
医
療
保
険
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た

直
後
の
期
間
」
よ
り
前
の
時
期
で
あ
る
な
ら
ば
後
の
、
後
の
時
期
で
あ
れ
ば
前
の
期
間
に
お
い
て
も
「
医
療
保
険
制
度
改
正

の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
」
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の
期
間
及
び
そ
の
期
間
に
お
け
る
医
療
費
の

伸
び
率
実
績
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

七



十
四

十
三
に
お
い
て
、
推
計
に
使
わ
れ
て
い
な
い
「
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
」
が
あ
る
な

ら
ば
、
推
計
に
採
用
し
た
期
間
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
を
示
し
て
説
明
さ
れ
た
い
。

十
五

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
見
通
し
は
「
経
済
成
長
率
を
用
い
て
算
出
は
し
て
い
な

い
」
と
あ
る
。
ま
た
、
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
の
「
平
成
七
〜
十
一
年
度
実
績
平
均
」
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
「
診
療

報
酬
改
定
の
影
響
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
補
正
を
行
っ
て
い
な
い
」
と
あ
る
。
で
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年

度
ま
で
の
診
療
報
酬
の
伸
び
、
名
目
経
済
成
長
率
の
伸
び
及
び
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
の
伸
び
は
、
平
均
す
る
と
そ
れ
ぞ

れ
年
率
い
く
つ
で
あ
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

十
六

平
成
三
十
七
年
度
の
医
療
費
推
計
に
当
た
り
「
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
補
正
を
行
っ
て
い

な
い
」
と
す
る
と
、
推
計
期
間
に
お
い
て
、
こ
の
伸
び
率
測
定
期
間
と
同
じ
伸
び
率
の
診
療
報
酬
改
定
が
あ
る
と
考
え
て
推

計
を
行
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
良
い
か
。
ま
た
、
診
療
報
酬
改
定
は
金
額
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
の
に
、
そ
の
影
響
を
排
除
し
な
か
っ
た
根
拠
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

十
七

将
来
に
お
け
る
診
療
報
酬
改
定
が
無
か
っ
た
場
合
及
び
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
の
伸
び
と
同
じ
率
で
あ
っ
た
場
合
に

平
成
三
十
七
年
度
国
民
医
療
費
は
い
く
ら
に
な
る
と
政
府
は
推
計
す
る
か
、
答
弁
い
た
だ
き
た
い
。

八



右
質
問
す
る
。

九


